
 

 

セイワ＠My ねっと!!利用規定 新旧対照表 

公表日：2020年 3月 23日 

赤字：変更 青字：削除 

 

1／10 

旧規定 改定後の規定 備 考 

セイワ＠Myねっと!!利用規定 

１．（セイワ＠Myねっと!!） 

（１）セイワ＠Myねっと!!（以下「本サービス」といいます。）とは、「セイワテレホンサー

ビス」、「インターネットバンキングサービス」（「セイワパソコンバンキングサービス」、

「セイワモバイルバンキングサービス」）の各サービスを統合したサービスをいいます。 

 

 

（２）「本サービス」のご利用にあたっては、「セイワ＠Myねっと!!利用申込書」（以下「申込

書」といいます。）を提出していただきます。 

（３）「本サービス」をご利用いただける方は、当組合に所定の預金口座があり「申込書」を

提出いただいた方（以下「契約者」といいます。）とします。 

 

２．（事務手数料および月額契約基本料金） 

（１）「本サービス」の受付にあたっては、所定の「事務手数料（消費税相当額を含む）」（以

下「事務手数料」といいます。）を「申込書」により届出いただいた「代表口座」より、

所定の日に自動的に引落します。 

（２）「本サービス」の契約期間中は、所定の「月額契約基本料金（消費税相当額を含む）」

（以下「月額契約基本料金」といいます。）を「代表口座」より、所定の日に自動的に引

落します。なお、契約期間が１カ月に満たない月についても１カ月分の「月額契約基本料

金」をいただきます。 

（３）「事務手数料」および「月額契約基本料金」の引落しは、普通預金規定、総合口座取引

規定、当座勘定規定等の関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書

または当座小切手の提出なしに、所定の方法により行います。 

（４）当組合は、「事務手数料」および「月額契約基本料金」を「契約者」に事前に通知する

ことなく変更する場合があります。また、「本サービス」に係わる「その他の料金」につ

いても、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。こ

の場合についても、前項と同様とします。 

（５）「本サービス」の各サービスに係る各種料金等は、各サービスの利用規定によるものと

します。 

３．（規定の変更） 

   当組合は、「本サービス」の利用規定を「契約者」に事前に通知することなく変更でき

るものとします。この場合、ホームページへの掲載等により周知します。なお、変更日以

降は変更後の内容で取扱うものとします。 

 

セイワ＠Myねっと!!利用規定 

１．（セイワ＠Myねっと!!） 

（１）セイワ＠Myねっと!!（以下「本サービス」といいます。）とは、契約者ご本人（以下

「契約者」といいます。）が当組合所定の機器（パーソナルコンピューター、スマートフ

ォン、タブレット端末などを含み、フィーチャーフォンは除きます。以下「端末機」とい

います。）を利用し、インターネットを通じて、残高照会や振込・振替など当組合所定の

お取引等を行えるサービス（以下「本サービス」といいます。）をいいます。 

（２）「契約者」は、「本サービス」のご利用にあたって、当組合所定の「利用申込書」（以下

「申込書」といいます。）を提出するものとします。 

（３）「本サービス」をご利用いただける方は、当組合に所定の預金口座があり「申込書」を

提出いただいた契約者とします。 

（４）「本サービス」は 1人 1契約とします。 

２．（事務手数料および月額契約基本料金） 

（１）「本サービス」の受付にあたっては、所定の「事務手数料（消費税相当額を含む）」（以

下「事務手数料」といいます。）を「申込書」により届出いただいた「代表口座」より、

所定の日に自動的に引落します。 

（２）「本サービス」の契約期間中は、所定の「月額契約基本料金（消費税相当額を含む）」

（以下「月額契約基本料金」といいます。）を「代表口座」より、所定の日に自動的に引

落します。なお、契約期間が１カ月に満たない月についても１カ月分の「月額契約基本料

金」をいただきます。 

（３）「事務手数料」および「月額契約基本料金」の引落しは、普通預金規定、総合口座取引

規定、当座勘定規定等の関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書

または当座小切手の提出なしに、所定の方法により行います。 

（４）当組合は、「事務手数料」および「月額契約基本料金」を「契約者」に事前に通知する

ことなく変更する場合があります。また、「本サービス」に係わる「その他の料金」につ

いても、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。こ

の場合についても、前項と同様とします。 

（５）「本サービス」の各サービスに係る各種料金等は、各サービスの利用規定によるものと

します。 

 

 

 

 

 

 

適用日：2020年 4月 1日 

 

 

用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 人 1契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 条、21条に移動 
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４．（規定の準用） 

   「本サービス」の利用規定に定めのない事項は、「セイワインターネットバンキングサ

ービス」利用規定、「セイワテレホンサービス」利用規定によるものとします。 

セイワインターネットバンキングサービス利用規定 

１．（「セイワインターネットバンキングサービス」利用規定） 

   この利用規定（以下「本利用規定」といいます。）は、「セイワパソコンバンキングサ

ービス」、「セイワモバイルバンキングサービス」に係わる利用規定を定めます。 

２．（サービス内容） 

   「セイワインターネットバンキングサービス」（以下「本サービス」といいます。）

は、契約者本人（以下「契約者」といいます。）が、パソコンなど当組合所定の機器（以

下「端末機」といいます。）を利用し、インターネットを通じて、残高照会や振込・振替

など当組合所定のお取引等を行えるサービスです。なお、「端末機」の種類により、パソ

コン等のＷＷＷブラウザを利用するものを「セイワパソコンバンキングサービス」（以下

「ﾊﾟｿｺﾝﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」といいます。）、当組合所定の携帯電話を利用するものを「セイワモバイ

ルバンキングサービス」（以下「ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」といいます。）といいます。 

３．（サービス利用時間） 

   「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の利用時間は、当組合

所定の時間内とします。なお、当組合はこの利用時間を「契約者」に事前に通知すること

なく変更することがあります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合

は、利用時間中であっても「契約者」に通知することなく利用を一時停止または中止する

ことがあります。 

４．（サービス利用口座） 

   「本サービス」を利用できる口座は、あらかじめ届出いただいた「契約者」の預金口

座（以下「ご利用口座」といいます。）とします。 

５．（利用の申込み） 

（１）「本サービス」の利用にあたっては、所定の申込書（以下「申込書」といいます。）に

て、当組合所定の事項を届出るものとします。 

（２）「ご利用口座」として届出できる預金口座の科目、種類、口座数は、当組合所定のもの

とします。 

（３）「ご利用口座」のうち、１つの口座を「代表口座」として届出いただきます。なお、

「代表口座」として届出いただける口座は、普通預金口座（総合口座取引の普通預金口座

を含みます。）または当座預金口座とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（サービス利用時間） 

   「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の利用時間は、当組合

所定の時間内とします。なお、当組合はこの利用時間を「契約者」に事前に通知すること

なく変更することがあります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合

は、利用時間中であっても「契約者」に通知することなく利用を一時停止または中止する

ことがあります。 

４．（サービス利用口座） 

   「本サービス」を利用できる口座は、あらかじめ届出いただいた「契約者」の預金口

座（以下「ご利用口座」といいます。）とします。 

５．（利用の申込み） 

（１）「本サービス」の利用にあたっては、申込書にて、当組合所定の事項を届出るものとし

ます。 

（２）「ご利用口座」として届出できる預金口座の科目、種類、口座数は、当組合所定のもの

とします。 

（３）「ご利用口座」のうち、１つの口座を「代表口座」として届出いただきます。なお、

「代表口座」として届出いただける口座は、普通預金口座（総合口座取引の普通預金口座

を含みます。）または当座預金口座とします。 

 

 

 

１条に統合 

ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ廃止による変

更 
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旧規定 改定後の規定 備 考 

 

（４）「契約者」は、「本サービス」の一部の「サービスメニュー」を利用しない場合には、

当組合へ「申込書」により届出るものとします。 

 

 

 

 

 

６．（月額基本料金等） 

（１）「本サービス」の契約期間中は、当組合所定の「月額基本料金（消費税相当額を含

む）」（以下「月額基本料金」といいます。）を「代表口座」から、所定の日に引落しいた

します。なお、契約期間が１カ月に満たない月についても１カ月分の「月額基本料金」を

いただきます。 

（２）「月額基本料金」等の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等の

関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出

なしに、当組合所定の方法により行います。 

（３）当組合は、「月額基本料金」を「契約者」に事前に通知することなく変更する場合があ

ります。また、「本サービス」に係わる「月額基本料金」以外のその他の料金について

も、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。 

７．（本人確認・取引確認等） 

（１）「本サービス」での、サービス依頼者が「契約者」であることの確認（以下「本人確

認」といいます。）の方法は次の通りとします。 

①「ﾊﾟｿｺﾝﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」 

  「契約者」が送信した「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」と、当組合に登

録されている「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」との一致の確認、その他

当組合所定の方法により、「本人確認」を行います。 

②「ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」 

  「契約者」が送信した「ログインパスワード」と、当組合に登録されている「ログ

インパスワード」との一致の確認、その他当組合所定の方法により、「本人確認」を

行います。 

（２）「本サービス」のうち、当組合所定の取引については、「契約者」が送信した「確認パ

スワード」と、当組合に登録されている「確認パスワード」との一致の確認、その他当組

合所定の方法により、「契約者」による取引内容の確認が行われたこと、および、「契約

者」自らが行った取引であることの確認（以下「取引確認」といいます。）を行います。 

 

 

 

 

６．（電子メールアドレス） 

（１）「契約者」は、本サービス利用開始にあたって、電子メールアドレス（以下「登録メー

ルアドレス」といいます。）を登録するものとします。 

（２）「契約者」は、当組合からの振込・振替依頼の受付結果の通知やその他の告知の手段と

して登録メールアドレスが利用されることに同意するものとします。 

７．（月額基本料金等） 

（１）「本サービス」の契約期間中は、当組合所定の「月額基本料金（消費税相当額を含

む）」（以下「月額基本料金」といいます。）を「代表口座」から、所定の日に引落しいた

します。なお、契約期間が１カ月に満たない月についても１カ月分の「月額基本料金」を

いただきます。 

（２）「月額基本料金」等の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等の

関係する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出

なしに、当組合所定の方法により行います。 

（３）当組合は、「月額基本料金」を「契約者」に事前に通知することなく変更する場合があ

ります。また、「本サービス」に係わる「月額基本料金」以外のその他の料金について

も、「契約者」に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。 

８．（本人確認・取引確認等） 

（１）「本サービス」での、サービス依頼者が「契約者」であることの確認（以下「本人確

認」といいます。）は、「契約者」が送信した「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」

と、当組合に登録されている「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」との一致の確

認、その他当組合所定の方法により行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

（２）「本サービス」のうち、当組合所定の取引については、「契約者」が送信した「確認パ

スワード」と、当組合に登録されている「確認パスワード」との一致の確認、その他当組

合所定の方法により、「契約者」による取引内容の確認が行われたこと、および、「契約

者」自らが行った取引であることの確認（以下「取引確認」といいます。）を行います。 

 

 

 

第 12条 2項へ移動 

 

電子メールアドレス登録等 

 

 

 

 

条の繰り下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ廃止による変

更 
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（３）「本人確認」および「取引確認」の方法、ならびに、「ログインＩＤ」、「ログインパス

ワード」等の規格、設定方法は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更

することができるものとします。 

（４）「ﾊﾟｿｺﾝﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」の「ログインＩＤ」、「本サービス」の「ログインパスワード」および

「確認パスワード」は、当組合が定める方法により初回利用時に「契約者」自身が登録す

るものとします。 

８．（第三者による不正使用の防止） 

   第三者による不正使用を防止するために、「ログインＩＤ」、「ログインパスワード」、

「確認パスワード」は、当組合の定める方法により「契約者」自身が随時変更を行うもの

とします。 

９．（サービスメニュー） 

 「契約者」が利用できる「サービスメニュー」は次の通りとなります。 

（１）口座照会 

①「ご利用口座」の残高や当組合が定める期間の入出金明細等の照会が行えるものです。 

②当組合から回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理

由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。 

（２）振込・振替 

①あらかじめ届出いただいた「ご利用口座」の中の支払指定口座から、「振込・振替」によ

る資金移動を依頼する取引です。 

②「振込・振替」のご利用にあたっては、別途当組合所定の手数料等が必要となります。 

③「振込・振替」は次により取扱います。 

Ａ．当日扱い 

イ．「入金指定口座」へ即時に資金移動を依頼する取引です。 

ロ．振込・振替の資金および手数料等は、指定の口座から即時引落しいたします。 

Ｂ．予約扱い 

イ．「振込・振替日」を指定して「入金指定口座」に資金移動を依頼する取引です。た

だし、指定可能期間は当組合が定める期間内とします。 

ロ．振込・振替の資金および手数料等は、「振込・振替日」の前日までにご入金が必要

です。 

Ｃ．内容照会 

資金移動の依頼内容および取引結果の照会を行えるものです。 

Ｄ．依頼取消 

「予約扱い」の資金移動の依頼については取消を行えます。ただし、依頼による資金

移動取引の完了後においての取消は行えません。 

 

 

（３）「本人確認」および「取引確認」の方法、ならびに、「ログインＩＤ」、「ログインパス

ワード」等の規格、設定方法は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更

することができるものとします。 

（４）「ログインＩＤ」、「本サービス」の「ログインパスワード」および「確認パスワード」

は、当組合が定める方法により初回利用時に「契約者」自身が登録するものとします。 

 

９．（第三者による不正使用の防止） 

   第三者による不正使用を防止するために、「ログインＩＤ」、「ログインパスワード」、

「確認パスワード」は、当組合の定める方法により「契約者」自身が随時変更を行うもの

とします。 

１０．（サービスメニュー） 

 「契約者」が利用できる「サービスメニュー」は次の通りとなります。 

（１）口座照会 

①「ご利用口座」の残高や当組合が定める期間の入出金明細等の照会が行えるものです。 

②当組合から回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理

由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。 

（２）振込・振替 

①あらかじめ届出いただいた「ご利用口座」の中の支払指定口座から、「振込・振替」によ

る資金移動を依頼する取引です。 

②「振込・振替」のご利用にあたっては、別途当組合所定の手数料等が必要となります。 

③「振込・振替」は次により取扱います。 

Ａ．当日扱い 

イ．「入金指定口座」へ即時に資金移動を依頼する取引です。 

ロ．振込・振替の資金および手数料等は、指定の口座から即時引落しいたします。 

Ｂ．予約扱い 

イ．「振込・振替日」を指定して「入金指定口座」に資金移動を依頼する取引です。た

だし、指定可能期間は当組合が定める期間内とします。 

ロ．振込・振替の資金および手数料等は、「振込・振替日」の前日までにご入金が必要

です。 

Ｃ．内容照会 

資金移動の依頼内容および取引結果の照会を行えるものです。 

Ｄ．依頼取消 

「予約扱い」の資金移動の依頼については取消を行えます。ただし、依頼による資金

移動取引の完了後においての取消は行えません。 
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④資金移動限度額は、各々届出いただいた限度額の範囲内とします。 

⑤振込・振替の資金および手数料等の引落しは、支払指定口座の預金規定にかかわらず、

当組合所定の方法により行います。 

⑥振込・振替の資金および手数料等の引落しが残高不足あるいはその他の理由（当該口座

の解約、ローンの延滞や差押による支払停止、「契約者」からの申し出による通帳・印鑑

の紛失による支払停止など）により、取引が成立しなかった場合には、依頼は取消され

たものとします。なお、この場合、当組合は「契約者」に対し、取引が成立しなかった

旨の通知はいたしません。 

⑦入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合に

は、支払指定口座に入金します。この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所

定の組戻手数料（消費税相当額を含む）を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口

座から引落します。 

⑧当組合が依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振

込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会するこ

とがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の

期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資

金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組所定の組戻手数料（消費税相当額を含

む）を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引落します。 

（３）その他のサービスメニュー 

その他当組合所定の「サービスメニュー」を利用できるものとします。ただし、当組合が

指定する一部の「サービスメニュー」については所定の手続きが必要となります。 

１０．（「サービスメニュー」の追加・廃止） 

（１）当組合は、「契約者」に事前に通知することなく「サービスメニュー」を追加すること

ができるものとします。 

（２）「本サービス」の「サービスメニュー」について、当組合は「契約者」に事前に通知す

ることなく廃止することができるものとします。 

１１．（「サービスメニュー」の停止・再開） 

（１）「契約者」は、「本サービス」の一部の選択可能な「サービスメニュー」を利用しない

場合には、当組合へ所定の「申込書」により届出るものとします。なお、利用停止を再開

する場合も同様とします。 

 

 

（２）利用停止および利用再開においては、当組合所定の事務手数料が必要です。 

 

 

④資金移動限度額は、各々届出いただいた限度額の範囲内とします。 

⑤振込・振替の資金および手数料等の引落しは、支払指定口座の預金規定にかかわらず、

当組合所定の方法により行います。 

⑥振込・振替の資金および手数料等の引落しが残高不足あるいはその他の理由（当該口座

の解約、ローンの延滞や差押による支払停止、「契約者」からの申し出による通帳・印鑑

の紛失による支払停止など）により、取引が成立しなかった場合には、依頼は取消され

たものとします。なお、この場合、当組合は「契約者」に対し、取引が成立しなかった

旨の通知はいたしません。 

⑦入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合に

は、支払指定口座に入金します。この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所

定の組戻手数料（消費税相当額を含む）を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口

座から引落します。 

⑧当組合が依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振

込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会するこ

とがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の

期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資

金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組所定の組戻手数料（消費税相当額を含

む）を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引落します。 

（３）その他のサービスメニュー 

その他当組合所定の「サービスメニュー」を利用できるものとします。ただし、当組合が

指定する一部の「サービスメニュー」については所定の手続きが必要となります。 

１１．（「サービスメニュー」の追加・廃止） 

（１）当組合は、「契約者」に事前に通知することなく「サービスメニュー」を追加すること

ができるものとします。 

（２）「本サービス」の「サービスメニュー」について、当組合は「契約者」に事前に通知す

ることなく廃止することができるものとします。 

１２．（「サービスメニュー」の停止・再開） 

（１）「契約者」は、「本サービス」を利用しない場合には、当組合所定の書面により届出る

ものとします。なお、利用停止を再開する場合も同様とします。 

 

（２）「契約者」は、「本サービス」の利用口座の追加・解除または受付限度額、取引限度額

の変更をする場合には、当組合所定の書面により届出るものとします。 

（３）利用停止および利用再開においては、当組合所定の事務手数料が必要です。 
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１２．（サービスの休止・廃止） 

（１）当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、「本サー

ビス」あるいは「本サービス」の「サービスメニュー」を休止することがあります。 

（２）当組合は、「契約者」に事前に通知することなく、「本サービス」を廃止することがで

きるものとします。 

１３．（届出事項の変更等） 

（１）「ご利用口座」および「本サービス」に関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メー

ルアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当組合の定める方法により直ち

に当組合に届出るものとします。 

（２）前項に定める届出事項変更の届出がなかったために、当組合からの通知または当組合

が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達す

べきとみなされる時点に到達したものとします。 

１４．（解約等） 

（１）「本サービス」の契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。た

だし、当組合に対する解約の届出は当組合所定の書面（「申込書」）によるものとします。 

（２）当組合所定の期間、「本サービス」の利用がなかった場合は、当組合が「契約者」に対

し、書面で通知のうえ解約できるものとします。なお、当組合が解約の通知を届出の住所

にあてて発信した場合に、その通知が「契約者」の責めに帰すべき事由により、延着、ま

たは到着しなかったときは、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。 

（３）「契約者」に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当組合は「契約者」に対する通

知を省略し解約できるものとします。 

 

①「代表口座」が解約となったとき。 

②支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等

があったとき。 

③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

④住所変更の届出を怠るなど「契約者」の責めに帰すべき事由によって、当組合において

「契約者」の所在が不明となったとき。 

⑤契約者が「本利用規定」に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生

じたとき。 

 

 

 

 

 

１３．（サービスの休止・廃止） 

（１）当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、「本サー

ビス」あるいは「本サービス」の「サービスメニュー」を休止することがあります。 

（２）当組合は、「契約者」に事前に通知することなく、「本サービス」を廃止することがで

きるものとします。 

１４．（届出事項の変更等） 

（１）「ご利用口座」および「本サービス」に関する印章、氏名（名称）、住所、電話番号、

登録メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当組合の定める方法に

より直ちに当組合に届出るものとします。 

（２）前項に定める届出事項変更の届出がなかったために、当組合からの通知または当組合

が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達す

べきとみなされる時点に到達したものとします。 

１５．（解約等） 

（１）「本サービス」の契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。た

だし、当組合に対する解約の届出は当組合所定の書面によるものとします。 

（２）当組合の都合により本サービスを解約する場合は、解約の通知を「契約者」の届出の

住所にあてて発信するものとします。なお、解約の通知の到達のいかんにかかわらず、当

組合が解約の通知を届出のあった氏名（名称）、住所にあてて発信した時に解約されたも

のとします。 

（３）「契約者」に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当組合は「契約者」に対する通

知を省略しサービスの全部または一部を停止または解約できるものとします。なお、この

解約によって生じた損害について、当組合は責任を負いません。 

①「代表口座」が解約となったとき。 

②支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等

があったとき。 

③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

④住所変更の届出を怠るなど「契約者」の責めに帰すべき事由によって、当組合において

「契約者」の所在が不明となったとき。 

⑤契約者が「本利用規定」に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生

じたとき。 

⑥マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用さ

れ、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。 

⑦１年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 

⑧法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。 

⑨相続の開始があったとき 

 

 

 

 

 

 

 

用語の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

解約の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネー・ローンダリング対策 

 

解約事由の追加等 
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（４）「本サービス」の契約が解約により終了した場合、当組合は解約時に処理が完了してい

ない取引依頼について、その処理を行う義務を負わないものとします。 

１５．（届出印） 

   「代表口座」の届出印を「本サービス」の届出印とします。 

１６．（取引内容の確認等） 

（１）「本サービス」による取引後は、速やかに「ご利用口座」の通帳により取引内容を確認

してください。万一、取引内容や残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご

連絡ください。 

（２）取引内容や残高に相違がある場合において、「契約者」と当組合の間で疑義が生じたと

きは、当組合のシステム上の記録の内容をもって処理するものとします。 

１７．（電子メール） 

   「契約者」は、当組合からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用され

ることに同意するものとします。 

１８．（リスクの承諾） 

   「契約者」は、当組合が採用している通信の安全性のためのセキュリティ手段、不正

利用防止のためのリスク対策および本人確認や取引確認の方法等を十分に理解し、リスク

の内容を承諾したうえで、「本サービス」を利用するものとします。 

１９．（免責事項等） 

（１）当組合および「本サービス」の運営体は次の損害について、責任を負いません。 

①システムの障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損

害。 

②通信経路においてデータの盗聴などがなされたことにより、「ログインＩＤ」、「ログイン

パスワード」、「確認パスワード」や、取引情報等が漏洩したために生じた損害。 

③システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事

由により、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害。 

④「端末機」、「通信回線」、「インターネット」等の障害あるいは正常に稼動しなかったこ

とにより生じた損害。 

⑤「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の変更や廃止、あるい

は、「本利用規定」の変更によって生じた損害。 

 

 

 

 

⑩解散・その他営業活動を休止したとき 

（４）「本サービス」の契約が解約により終了した場合、当組合は解約時に処理が完了してい

ない取引依頼について、その処理を行う義務を負わないものとします。 

１６．（届出印） 

   「代表口座」の届出印を「本サービス」の届出印とします。 

１７．（取引内容の確認等） 

（１）「本サービス」による取引後は、速やかに「ご利用口座」の通帳により取引内容を確認

してください。万一、取引内容や残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご

連絡ください。 

（２）取引内容や残高に相違がある場合において、「契約者」と当組合の間で疑義が生じたと

きは、当組合のシステム上の記録の内容をもって処理するものとします。 

 

 

 

１８．（リスクの承諾） 

   「契約者」は、当組合が採用している通信の安全性のためのセキュリティ手段、不正

利用防止のためのリスク対策および本人確認や取引確認の方法等を十分に理解し、リスク

の内容を承諾したうえで、「本サービス」を利用するものとします。 

１９．（免責事項等） 

（１）当組合および「本サービス」の運営体は次の損害について、責任を負いません。 

①システムの障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損

害。 

②通信経路においてデータの盗聴などがなされたことにより、「ログインＩＤ」、「ログイン

パスワード」、「確認パスワード」や、取引情報等が漏洩したために生じた損害。 

③システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事

由により、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害。 

④「端末機」、「通信回線」、「インターネット」等の障害あるいは正常に稼動しなかったこ

とにより生じた損害。 

⑤「本サービス」および「本サービス」の「サービスメニュー」の変更や廃止、あるい

は、「本利用規定」の変更によって生じた損害。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6条へ移動 
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（２）当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、「端末機」、「ロ

グインＩＤ」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」等（以下、「パスワード等」と

いいます。）について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために

生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はいっさいの責任を負い

ません。但し、契約者が個人の契約者であって、「パスワード等」が盗難（盗取、盗聴等

により不正に第三者の知るところとなることをいいます。）され、かつ振込、振替等によ

り不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合（以下、「不正な振込等」と

いいます。）、「契約者」は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとしま

す。 

１９の２．（「パスワード等」の盗難による「不正な振込等」） 

（１）「不正な振込等」については、次の各号の全てに該当する場合、「契約者」は当組合に

対して後記（２）に定める「補てん対象額」の請求を申し出ることができます。 

①「パスワード等」の盗難または「不正な振込等」に気づいてからすみやかに、当組合へ

の通知が行われていること。 

②当組合の調査に対し、「契約者」より十分な説明が行われていること。 

③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測でき

る事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の

調査に協力していること。 

（２）前記（１）の申出がなされた場合、「不正な振込等」について、利用する「端末機」の

安全対策や「パスワード等」の管理を十分に行っている等、「契約者」が無過失である場

合、当組合は、当組合への通知が行われた日の３０日（但し、当組合に通知することがで

きないやむをえない事情があることを「契約者」が証明した場合は、３０日にその事情が

継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた「不正な振込等」にか

かる損害（取引金額、手数料および利息）の額に相当する金額（以下「補てん対象額」と

いいます。）を補てんするものとします。なお、「契約者」が無過失と認められない場合に

も、故意または重大な過失が無い場合には、「補てん対象額」の一部を補てんすることが

あります。 

（３）前記（１）、（２）は、前記（１）にかかる当組合への通知が、「パスワード等」の盗難

が行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないときは、「不正な振込等」が最初に

行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま

す。 

 

 

 

 

 

（２）当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、「端末機」、「ロ

グインＩＤ」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」等（以下、「パスワード等」と

いいます。）について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために

生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はいっさいの責任を負い

ません。但し、契約者が個人の契約者（以下「個人契約者」といいます。）であって、「パ

スワード等」が盗難（盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいま

す。）され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行され

た場合（以下、「不正な振込等」といいます。）、「個人契約者」は次条に基づき補てんの請

求を申し出ることができるものとします。 

１９の２．（「パスワード等」の盗難による「不正な振込等」） 

（１）「不正な振込等」については、次の各号の全てに該当する場合、「個人契約者」は当組

合に対して後記（２）に定める「補てん対象額」の請求を申し出ることができます。 

①「パスワード等」の盗難または「不正な振込等」に気づいてからすみやかに、当組合へ

の通知が行われていること。 

②当組合の調査に対し、「個人契約者」より十分な説明が行われていること。 

③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測でき

る事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の

調査に協力していること。 

（２）前記（１）の申出がなされた場合、「不正な振込等」について、利用する「端末機」の

安全対策や「パスワード等」の管理を十分に行っている等、「個人契約者」が無過失であ

る場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の３０日（但し、当組合に通知すること

ができないやむをえない事情があることを「個人契約者」が証明した場合は、３０日にそ

の事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた「不正な振込

等」にかかる損害（取引金額、手数料および利息）の額に相当する金額（以下「補てん対

象額」といいます。）を補てんするものとします。なお、「個人契約者」が無過失と認めら

れない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、「補てん対象額」の一部を補て

んすることがあります。 

（３）前記（１）、（２）は、前記（１）にかかる当組合への通知が、「パスワード等」の盗難

が行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないときは、「不正な振込等」が最初に

行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の修正 
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旧規定 改定後の規定 備 考 

 

（４）前記（２）にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行い

ません。 

①「不正な振込等」が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること。 

Ａ．「不正な振込等」が、「契約者」の重大な過失により行われたこと。 

 

 

Ｂ．「契約者」の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または、家事

使用人によって行われたこと。 

Ｃ．「契約者」が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行ったこと。 

②「パスワード等」の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ

れに付随して行われたこと。 

（５）当組合が前記（２）に定める補てんを行う場合、「不正な振込等」の支払原資となった

預金（以下、「対象預金」といいます。）について、「契約者」に払戻しを行っている場合

には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、

「契約者」が「不正な振込等」を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合

も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当組合が前記（２）により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度

において、「対象預金」に関する権利は消滅します。 

（７）当組合が前記（２）により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金

額の限度において、盗難された「パスワード等」により「不正な振込等」を行った者その

他の第三者に対して「契約者」が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得

するものとします。 

２０．（規定の変更） 

   当組合は、「本利用規定」および「組合所定の事項」を「契約者」に事前に通知するこ

となく変更できるものとします。この場合、ホームページへの掲載等により周知します。

なお、変更日以降は変更後の内容で取扱うものとします。 

 

２１．（関係規定の適用・準用） 

（１）「本利用規定」に定めのない事項については、関係する規定により取扱います。これら

の規定と「本利用規定」との間に齟齬がある場合、「本サービス」に関しては「本利用規

定」が優先的に適用されるものとします。 

（２）資金移動取引の取扱いについて、「本利用規定」に定めのない事項については、振込規

 

（４）前記（２）にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行い

ません。 

①「不正な振込等」が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること。 

Ａ．「不正な振込等」が、「個人契約者」の重大な過失により行われたこと。 

 

 

Ｂ．「個人契約者」の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または、

家事使用人によって行われたこと。 

Ｃ．「個人契約者」が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項に

ついて偽りの説明を行ったこと。 

②「パスワード等」の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ

れに付随して行われたこと。 

（５）当組合が前記（２）に定める補てんを行う場合、「不正な振込等」の支払原資となった

預金（以下、「対象預金」といいます。）について、「個人契約者」に払戻しを行っている

場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。ま

た、「個人契約者」が「不正な振込等」を行った者から損害賠償または不当利得返還を受

けた場合も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当組合が前記（２）により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度

において、「対象預金」に関する権利は消滅します。 

（７）当組合が前記（２）により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金

額の限度において、盗難された「パスワード等」により「不正な振込等」を行った者その

他の第三者に対して「個人契約者」が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を

取得するものとします。 

２０．（規定の変更） 

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると

認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知す

ることにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

２１．（関係規定の適用・準用） 

（１）「本利用規定」に定めのない事項については、関係する規定により取扱います。これら

の規定と「本利用規定」との間に齟齬がある場合、「本サービス」に関しては「本利用規

定」が優先的に適用されるものとします。 

（２）資金移動取引の取扱いについて、「本利用規定」に定めのない事項については、振込規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正民法への対応 
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定を準用します。 

２２．（契約期間） 

   この契約の契約期間は、契約日から起算して１年間とし、「契約者」または当組合から

特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して１年間継続されるものとします。な

お、継続後も同様とします。 

 

 

２３．（準拠法・合意管轄） 

   本契約の準拠法は日本法とします。なお、「本サービス」に関する訴訟については、当

組合の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

以上 

 

 

セイワテレホンサービス利用規定 

１．（「セイワテレホンサービス」利用規定） 

   「セイワテレホンサービス」利用規定（以下「本利用規定」といいます。）は、「セイ

ワテレホンサービス」に係わる利用規定を定めます。 

 

＜～中略～＞ 

２０．（準拠法・合意管轄） 

   本契約の準拠法は日本法とします。なお、「本サービス」に関する訴訟については、当

組合の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

以上 

定を準用します。 

２２．（契約期間） 

   この契約の契約期間は、契約日から起算して１年間とし、「契約者」または当組合から

特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して１年間継続されるものとします。な

お、継続後も同様とします。 

 

 

２３．（準拠法・合意管轄） 

   本契約の準拠法は日本法とします。なお、「本サービス」に関する訴訟については、当

組合の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

以上 

（20200401） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同サービスの廃止による削除 

※ただし、適用日において、すでに

モバイルバンキングサービスまた

はセイワテレホンサービスを利用

中の方は、モバイルバンキングサ

ービスまたはセイワテレホンサー

ビス部分のみ旧規定が適用されま

す。 

 


